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資料１

静岡県教員育成協議会

１ 概要

「静岡県教員育成協議会」は、教育公務員特例法の一部改正に伴い、平成29年６月に設置。

校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行う法定機関である。

教育公務員特例法（抜粋）

第二十二条の七 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当

該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協

議会を組織するものとする。

会議等名 役割

教員育成協議会 研修部会、養成部会の各案について協議し、決定する会議

研修部会

教員育成協議会に上程する案を策定する会議

［委員構成］

教育監、教育政策課長、関係課・所代表（課長代理、人事監、指導監、副所長）

＊静岡市、浜松市教育委員会の研修担当が連携のため出席

＊静岡大学、常葉大学の教職大学院代表がオブザーバーとして出席

（幹事会） （担当者等により事前調整を行う会議）

養成部会

教員育成協議会に上程する案を策定する会議

［委員構成］

教育監、静岡市教育委員会関係者、浜松市教育委員会関係者、県総合教育センタ

ー副所長、静岡大学、常葉大学、教員の養成に関係する大学の関係者

（幹事会） （担当者等により事前調整を行う会議）

静岡県教員育成協議会 第１回（７月）・第２回（１月）

［委員構成］

教育長、教育部長、教育監、総合教育センター所長、静岡県校長会代表、静岡県女性校長会代表、

静岡県高等学校長協会代表、静岡県特別支援学校長会代表、静岡県都市教育長協議会代表、

静岡県町教育長会代表、静岡大学代表、常葉大学代表

＊民間企業アドバイザー（業務改善・人材育成）が出席

浜

松

市

教

育

委

員

会

静

岡

市

教

育

委

員

会

研修部会 第１回（10月）・第２回（２月）

教員育成指標や研修計画等について協議
情報共有 情報共有

養成部会 第１回（７月）・第２回（11月）

教員育成指標や教員養成、教育実習、教員

採用等について協議

連携 連携
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２ 令和５年度協議事項（令和６年度対応状況を含む）

(1) 研修に関すること

ア 「令和６年度静岡県教員研修計画」の策定

（別添資料）

イ 各学校における校内研修の充実に向けた取組

(ｱ) 校内研修の充実を図るための電子版リーフレットの作成と配布

(ｲ) 研修の充実

・既存研修（研修主任研修会（小・中学校、県立高等学校中等部、県立中学校）の充実

・校内研修の企画・運営に関わる教員を対象とした新規研修（高等学校、特別支援学校）

の実施

(2) 養成・採用に関すること

ア 大学生を対象とした学校体験活動の充実に向けた取組

(ｱ) ［各大学］実状に即した学校体験活動の充実

(ｲ) ［県教育委員会］県内学校及び学生相互のニーズのマッチング

●令和６年度（前期）の学校体験活動募集状況

イ 教員志願者数の増加に向けた取組

(ｱ) 「教員の魅力を語り合うフォーラム」（仮称）の開催

・目的

教員の魅力を語り合うフォーラムを開催し、大学生や高校生が教員の魅力をテーマ

に交流するとともに、教員の勤務や業務改善の状況、ライフプランなど、学校や教員

の実態について理解を深めることをとおして、参加者の教員を志す意識を高める。

・開催時期

令和６年11月

・会場

静岡県庁

・内容及び運営

内容は、参画する大学の学生による実行委員会（各大学１人～２人）を組織し、同

委員会において決定する。また、運営主体も同実行委員会とする。

・実行委員

12人（静岡大学、静岡文化芸術大学、常葉大学、静岡福祉大学、静岡理工科大学、浜

松学院大学）

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 市町 合計

24件 ９件 ８件 ８件 １件 50件

回 開催日 会場等 内容

第１回 ６月15日（土） 静岡県庁 趣旨説明・チーム活動

第２回 ８月 （ｵﾝﾗｲﾝ）
チーム活動（40分）・各チームからの提案と協力依
頼（20分）・協議（30分）

第３回 ９月 静岡県庁
会場確認（10分）・チーム活動（50分）・各チーム
からの活動報告と協力依頼（20分）・協議（30分）

第４回 10月 （ｵﾝﾗｲﾝ） チーム活動（30分）・最終打ち合わせ（30分）

ﾌｫｰﾗﾑ 11月 静岡県庁 フォーラムの開催（90分～120分）

第５回 12月 （ｵﾝﾗｲﾝ） フォーラムの振り返り（チーム別→全体）
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静岡県教員育成協議会設置要綱

（設置）

第１条 教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第22条の７第１項の規定に基づき、静岡県教員育成協議

会（以下「協議会」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 公立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の校長及び教員（以下「校長及び教員」という。）の

資質の向上に関する指標に関すること。

(2) 校長及び教員の資質の向上に関して必要なこと。

（組織）

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者で構成し、静岡県教育委員会が委嘱する。

(1) 静岡県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

(2) 校長及び教員の研修に協力する大学並びに当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学の関係者

(3) 市町教育委員会の関係者

(4) 公立学校の関係者

(5) 静岡県教育委員会の関係者

２ 静岡県教育委員会が必要と認めるときは、前項各号に揚げる者以外の者を委員とすることができる。

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までとし、委員の再任は妨げない。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長）

第５条 協議会に会長を置く。

２ 会長は、教育長をもって充てる。

３ 会長は、会務を総理する。

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

（会議）

第６条 協議会は、会長が招集する。

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

（部会）

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

（意見の聴取等）

第８条 会長は、必要があると認めるときは、校長及び教員の資質の向上に関し専門的な知識を有する者及

び関係者に対し、協議会への出席を求め、その意見を聴取し、又は説明を求めることができる。

（庶務）

第９条 協議会の庶務は、静岡県教育委員会教育政策課において処理する。

（委任）

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が定める。
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附 則

この要綱は、平成 29 年６月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成 30 年６月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和元年６月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和２年６月 18 日から施行する。
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資料２

静岡県教員育成指標・静岡県校長育成指標

１ 本県の指標

(1) 定義

教員のキャリアステージ（成長段階）に応じて、身に付けるべき資質能力を目標の形で示

した。平成28年の教育公務員特例法の一部改正に伴い、任命権者に策定が義務付けられた。

本県では平成29年度に策定し、令和４年度の「静岡県教育振興基本計画」の改訂に合わせ、

学習指導要領や中教審答申等を踏まえて改訂した。

(2) 教員等育成指標の範囲

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校が同一の指標を用いる。

(3) 静岡県教員育成指標

・対象は、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師（教育公務員特例

法施行令（昭和24年政令第６号）第２条に規定する臨時的に任用された者等を除く）

・キャリアステージを４つに区分（採用時、基礎・向上期、充実・発展期、深化・熟練期）

・教員に求められる５つの資質能力を規定（教育的素養・総合的人間力、授業力、生徒指導

力、教育業務遂行力、組織運営力）

(4) 静岡県校長育成指標

校長に求められる３つの資質能力を規定（学校経営のビジョンを実現する力、管理

運営力、人材育成力）

２ 指標の活用

「静岡県教員育成指標」の活用方法（％）（「学校対象調査」より）

活用方法 校種 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

管理職が面談時に教員へ助

言や支援をする際に参考に

した

小 学 校 47.9 83.7 88.1 91.1

中 学 校 43.5 74.0 82.5 88.0

高 等 学 校 22.5 53.6 73.6 79.8

特別支援学校 41.2 63.2 84.2 87.2

教員が自己目標を立てる際

に参考にした

小 学 校 72.9 72.8 79.8 77.6

中 学 校 61.8 62.1 75.3 76.5

高 等 学 校 47.1 39.1 47.3 45.9

特別支援学校 65.7 52.6 81.6 82.1

校内研修の内容等を考える

際に参考にした

小 学 校 10.4 9.0 9.0 9.9

中 学 校 11.8 11.8 13.9 16.3

高 等 学 校 26.5 25.5 20.0 22.0

特別支援学校 13.9 23.7 23.7 17.9

その他学校独自の方法で活

用した

小 学 校 7.3 0.3 1.3 1.0

中 学 校 7.6 4.7 3.6 1.8

高 等 学 校 11.8 7.3 8.2 2.8

特別支援学校 8.8 7.9 10.5 2.6
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３ 指標の改訂について

「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」（令

和４年８月・文部科学省）及び本県の教育を巡る現状と課題を踏まえ、「静岡県教員育成指標」、

「静岡県校長育成指標」を改訂する。

＊改訂に当たっては、次期「静岡県教育振興基本計画」と整合性をとる。

＊養護教諭、栄養教諭の指標改訂についても検討する。

参考「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」（令和４年８月）

○職責、経験及び適性に応じた成長段階の設定

・経験年数が１年から５年まで、６年から10年までといったように経験年数に着目した設定のほか、「向上・

発展期、充実・円熟期」「第１ステージ（第１期）、第２ステージ（第２期）」、「初任、中堅、ベテラン」等、

必ずしも経験年数のみに着目しない設定が考えられる。

○全ての教員等が備えるべき普遍的な資質

・倫理観、使命感、責任感、教育的愛情、総合的な人間性、コミュニケーション力、想像力、自ら学び続ける

意欲や研究能力など

○校長の指標

・教育者としての資質や的確な判断力、決断力、交渉力、危機管理等のマネジメント能力

・様々なデータや学校が置かれた内外環境に関する情報について収集・整理・分析し共有すること（アセスメ

ント）

・学校内外の関係者の相互作用により学校の教育力を最大化していくこと（ファシリテーション）

○教員の指標

・教職に必要な素養、学習指導、生徒指導、特別な配慮や支援を必要とする子供への対応、ICTや情報・教育

データの利活用
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資料３

「令和７年度静岡県教員研修計画」策定の方針（案）

１ 基本方針

社会全体のウェルビーイングを目指し、他者と協調して新たな価値を創造する力の育成に向

けて、生涯を通じて学び続け、子供たちの伴走者として夢の実現へと導く教員を育むため、「静

岡県教員育成指標」・「静岡県校長育成指標」に示した資質能力の育成に資する計画とする。

また、「静岡県教育振興基本計画」の施策を着実に推進するため、本県の教育に関する大綱で

示された３つの基本方向の下に掲げられた各重点取組に即して新規研修及び主な充実・改善研

修を整理する。

基本方向１「文・武・芸」三道の鼎立を目指す教育の実現

重点取組１ 「知性」・「感性」を磨く学びの充実

重点取組２ 「技芸を磨く実学」の奨励

重点取組３ 学びを支える魅力ある学校づくりの推進

基本方向２ 未来を切り拓く多様な人材を育む教育の実現

重点取組４ 多様性を尊重する教育の実現

重点取組５ グローバル・グローカル人材の育成

重点取組６ 高等教育の充実

重点取組７ 生涯を通じた学びの機会の充実

基本方向３ 社会総がかりで取り組む教育の実現

重点取組８ 社会とともにある開かれた教育行政の推進

重点取組９ 地域ぐるみの教育の推進

２ 策定の方向性（研修実施方針）

(1) キャリアステージに応じた資質能力の向上

学校教育におけるニーズが多様化しており、高い専門性や指導力、意欲等を持った教員の

育成が求められている。「静岡県校長育成指標」及び「静岡県教員育成指標」を踏まえ、教員

のキャリアステージに応じた研修を効果的、効率的に実施し、資質能力の確実な向上を図る。

(2) 時代や環境の変化に応じた知識・技能及び指導方法への確実な転換

個別最適な学び、協働的な学びの充実を通じた「主体的・対話的で深い学び」を実現した

り、変化の激しい社会に対応して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくため

の資質・能力を育成する「探究的な学び」を実現したりするため、子どもたちの学び（授業

観・学習観）の転換が求められている。また、生徒指導提要が改訂され、生徒指導の基本的

な進め方や考え方等が再整理されるとともに、こども基本法の制定により、子どもの権利擁

護や意見を表明する機会の確保等が法律上位置付けられた。そのほか、認知能力だけでなく、

「思考力，判断力，表現力等」や「学びに向かう力，人間性等」を通して育成される非認知

能力への注目が高まっている。

これらを踏まえ、時代や環境の変化に応じた知識・技能及び指導方法の転換について、研

修主催者において研修の目的や内容に応じて留意する。
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(3) 研修観の転換

校長や教員の資質能力の向上のため、校外研修や校内研修において、校長や教員自身の学

び（研修観）の転換を図り、個別最適な学びと協働的な学びの充実を通じた「主体的・対話

的で深い学び」の実現に留意する。

その際、研修主催者において、教員が自ら問いを立て、実践の振り返りや協働的な対話、

知識の習得を重ねながら、自他の価値観に気付き、実践的な力を磨く研修の在り方を意識す

る。

(4) 研修の成果の確認

受講者が研修の成果を職務に生かすことができるようにするため、研修の成果の確認方法

を明確化することの必要性が指摘されている。そのため、研修主催者において、研修の性質

に応じて、テストの実施やレポート・実践報告書の作成等により、当該研修によって身に付

いた知識・技能を確認したり、学んだ理論や得られた課題意識、他者との対話を手がかりに

自らの実践内容を省察したりする方策を講じる。

特に、オンデマンド配信型の研修動画については、研修の企画段階から、知識・技能の習

得状況を確認するためのテストを行うなど、受講者が研修の成果を確認できるようにする。

なお、これらの成果の確認に当たっては、受講者の負担に留意するものとする。

(5) 校内研修の充実

校内研修は、それぞれの学校の教育課題に対応した協働的な学びを学校組織全体で行い、

その成果を教職員間で共有することにより、学校の組織力を高め、効果的な学校教育活動の

実施にも資するものである。よって、その重要性に鑑み、県教育委員会主催研修を充実させ

るとともに、校内研修の充実を図るためのリーフレットの配布や学校等支援研修、定期訪問

等を通じて、各学校における校内研修を支援する。

(6) 実施方法の最適化、効果的・効率的な方法による実施

研修効果の最大化が図られるよう、集合（対面）型の研修だけでなく、リアルタイム配信

型（同時双方向型）やオンデマンド配信型の研修を組み合わせるなど、実施方法の最適化を

図る。また、校長及び教員の多忙化や、研修の実施・受講に要する時間や資源を考慮しつつ、

校外研修における研修内容の重点化や精選なども含め、効果的・効率的な研修の実施に留意

する。

【例】

・オンライン研修（リアルタイム配信型・オンデマンド配信型）の拡充

・全国教員研修プラットフォーム「Plant（プラント）」で公開されているオンデマンド配信型

の研修動画の活用

・東部地区における研修会場の設定

・高等教育機関、民間企業、行政機関との連携

(7) 研修の評価

研修主催者が研修実施の妥当性や研修内容及び方法の改善点を確認するため、受講者に対

する無記名のアンケート調査を実施し、研修を評価する。アンケート調査の項目は「目標達

成度」、「内容満足度」、「講師の妥当性」等とし、６件法により実施する。上記項目以外に、
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研修主催者において必要な事項を追加することができる。

また、所属校における研修成果の反映状況を確認し、研修の改善を図るため、一定期間経

過後に受講者や学校長に対して追跡調査を実施する。追跡調査は、学校の負担感を考慮し、

新規研修や主な充実・改善研修等、必要性の高い研修のみとする。

(8) 研修を奨励するための方途

「研修受講履歴記録システム及び教員研修プラットフォーム」を導入することにより、研

修を一元管理して情報を提供するとともに、研修受講履歴の記録や多種多様な研修動画コン

テンツの活用を推奨し、校長及び教員の資質向上を支援する。

また、研修ガイドブック（電子版）を作成し、研修について周知するとともに、総合教育

センターウェブサイトや静岡県教育委員会Facebook 等を通じて、研修情報を発信する。

併せて、総合教育センターの研究事業の成果を学校に還元し、教育に関する諸課題の解決

に向けた学校や教職員の取組を支援するため、研究報告会を開催する。

３ 新規研修の企画及び既存研修の充実、改善及び精選の方針

「静岡県教員育成指標」・「静岡県校長育成指標」に示した資質能力を育成するため、時代

や環境の変化に対応する新規研修を企画するほか、すべての既存研修について、研修の評価

を踏まえつつ、充実、改善及び精選を行う。

併せて、「静岡県教育振興基本計画」の施策を着実に推進するため、同計画の各重点取組に

即して、新規研修を整理する。
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○新規に企画を要する研修や取組（例）

① 若手管理職を支援する研修パッケージ（案）

１ 趣旨

令和５年度静岡県教員育成協議会研修部会において、教頭の若年化により、資質・能力の

不足を危惧する声が上がっていることが報告され、教頭についても登用後の育成が重要であ

ることが指摘された。

２ 対応

・総合教育センター主催の管理職を対象とした希望研修「マネジメント講座」を中心に管

理職を支援する研修を「静岡県教員研修計画」において一覧にして示し、校長による受

講奨励を推進する一助とする。

・一覧には総合教育センター主催の研修だけでなく、大学等が実施する研修についてもオ

ンデマンドの研修を中心に掲載を依頼し、充実を図る。

・管理職が多忙である現状を踏まえ、研修のオンライン化（または併用）を推進する。

② 教職の魅力を感じる教育実習を実現するための研修（案）

１ 趣旨

令和５年度教員育成協議会養成部会で教育実習における指導を契機に、教職を諦める学生

について報告があり、「静岡県が目指す教育実習（令和２年度策定）」の内容が周知されてい

ないことが指摘された。また、動画「初めて教育実習の指導教員になるあなたへ」について

も、初めて指導する教員だけでなく、経験者についても視聴する必要があることが指摘され

た。

２ 対応

「静岡県が目指す教育実習」の内容を更新して周知するとともに、動画「初めて教育実習

の指導教員になるあなたへ」を、初めて指導する教員だけでなく、経験者や指導教員を指導

する立場の教員も対象とする内容に更新する。

(1) 研修の受講対象者

ア 教育実習で指導を担当する教員

イ アを指導する立場にある教員

(2) 研修内容

＊具体は主に養成部会で検討

③ 中堅教諭等資質向上研修におけるSEL（ソーシャル・エモーショナル・ラーニング：社会

性と情動の学習）を通した児童・生徒の非認知能力を高める研修（案）

１ 趣旨

生徒指導提要（令和４年度）で取り上げられるなど、現代的課題としてその重要性に対す

る認知は広まっており、本県においても早急な対応が求められる。いじめ、不登校、非行な
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どの多くの問題に対して「対症療法による支援」だけでなく、顕在化されていない問題を学

校危機と捉え、「社会性と情動の学習」を通して「予防的支援」に取り組むことは、子ども

たちのウェルビーイングを実現する上でも重要である。

２ 対応

中堅教諭等資質向上研修における研修項目に設定する。

(1) 研修の受講対象者

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に勤務する中堅教諭等資質向上研修の対象者

(2) 研修内容

＊具体は研修部会で検討

④ 「実施方法の最適化、効果的・効率的な方法による実施」を推進するための取組（案）

１ 趣旨

本県では、研修効果の最大化が図られるよう、集合（対面）型の研修だけでなく、リアル

タイム配信型（同時方向型）やオンデマンド配信型を組み合わせるなど、実施方法の最適化

に努めてきたところではあるが、一層の取組の推進が求められている。特に令和６年度か

ら、全国教員研修プラットフォームが稼働し、教職員支援機構提供の研修動画の活用が可能

になるなど、研修実施者の負担軽減の観点からも多様なリソースの活用が望まれる。

そのほか、研修のオンライン化は、校長及び教員の多忙化や、研修の実施・受講に要する

時間や資源を考慮すれば、可能な限り推進していくことが求められている。「研修目標」を

実現するために「研修過程・方法」を検討するという理解のもと、研修の目的や目標を損な

うことのない範囲で、積極的にオンライン化を推進していく。

２ 対応

(1) 「実施方法の最適化、効果的・効率的な方法による実施」の方針に基づき改善した研修

を可視化し、各研修担当課・所の取組を推進する。

(2) オンデマンド配信型の研修において、研修員が研修成果の確認を行う機会を保証する。

(3) オンライン研修において修了認定を行う際の基準の明確化を図る。
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資料４

「実施方法の最適化、効果的・効率的な方法による実施」を推進するための取組

（案）

１ 趣旨

本県では、研修効果の最大化が図られるよう、集合（対面）型の研修だけでなく、

リアルタイム配信型（同時方向型）やオンデマンド配信型を組み合わせるなど、実

施方法の最適化に努めてきたところではあるが、一層の取組の推進が求められてい

る。特に令和６年度から、全国教員研修プラットフォームが稼働し、教職員支援機

構提供の研修動画の活用が可能になるなど、研修実施者の負担軽減の観点からも多

様なリソースの活用が望まれる。

そのほか、研修のオンライン化は、校

長及び教員の多忙化や、研修の実施・受

講に要する時間や資源を考慮すれば、

可能な限り推進していくことが求めら

れている。「研修目標」を実現するため

に「研修過程・方法」を検討するという

理解のもと、研修の目的や目標を損な

うことのない範囲で、積極的にオンライ

ン化を推進していく。

２ 対応

以下により、静岡県教員育成協議会研修部会で検討し、協議会に上程する。

(1) 【全ての研修】「実施方法の最適化、効率的・効果的な方法による実施」の観点

で充実・改善を図った研修について『令和７年度 静岡県教員研修計画』で明示

する。

ア 「Ｖ 実施研修」において、「実施方法の最適化、効果的・効率的な方法によ

り実施する研修」の欄を設ける。Plant で提供されている NITS の研修動画を活

用する場合には、その旨も記載できるようにする。また、実施研修一覧にも「Ｎ

ＩＴＳ活用有」の欄を設ける。

イ 掲載する研修の例

・集合（対面）型の研修にオンデマンド配信型の研修を組み合わせることで、

研修効果の最大化を図っている研修。

・集合（対面）型の研修以外にもリアルタイム配信型、またはオンデマンド配

信型の研修が選択できる研修。

・リアルタイム配信型、またはオンデマンド配信型だけで開催される研修。

(2) 【年次別研修】ベストミックスを意識した研修の実施を推進する

ア 知識及び技能の習得は主にオンデマンド配信型の研修で行い、集合（対面）

型の研修では演習を中心とした内容にするなど、研修効果の最大化を図ること

を目的に、実施方法の工夫に努める。

イ 指導主事の負担軽減の観点から、Plant で提供されている研修動画等、積極

的に既成のコンテンツの活用を進める。

ウ 研修員の過度の負担とならないよう配慮する。

独立行政法人教職員支援機構『「研修観の転換」に

向けた NITS からの提案（第一次）～豊かな気付き

の醸成～』令和６年４月

- 13 -



(3) オンライン研修における修了認定の基準の明確化

研修を実施する各課から、特にオンデマンド配信型の研修において修了認定が

難しいことから、導入が進まないという意見があった。

対応案

書式案

Ｖ実施研修 実施方法の最適化、効果的・効率的な方法により実施する研修

一覧（「令和７年度教員研修情報」から作成）

研修の方式 修了認定の基準

集合（対面）型またはリアルタイム配信型とオ

ンデマンド配信型を組み合わせた研修
集合（対面）型の研修の修了認定に同じ

集合（対面）型とリアルタイム配信型またはオ

ンデマンド配信型を選択できる研修

集合（対面）型の研修と同等の内容を実施して

おり、研修の成果を確認できる

リアルタイム配信だけで完結する研修 集合（対面）型の研修の修了認定に準ずる

オンデマンド配信だけで完結する研修
動画の内容を確認できる「研修成果の確認」を

実施しており、研修の成果を確認できる。

研修名 区分 内容等 ｵﾝﾗｲﾝ
認定

NITS

活用

有
研修主催者

◎◎育成講座 集･リ ○○○○ ○ ○ 教育政策課

○○担当者研修 オ □□□□ ○ 教育政策課
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資料５

子どものウェルビーイングの実現に向けた静岡県版ＳＥＬの推進（案）

１ 要旨

予測困難な時代にあって、子どもたちが直面し得る困難は多様化、複雑化しており、こ

のような時代を生き抜く力の育成が重要となっている。

県教育委員会では、社会情動的スキルの育成により「生き抜く力」を向上し、子どもた

ちのウェルビーイングを実現するため、学校教育における「静岡県版ＳＥＬ（注）の推進」に

取り組む。

なお、ＳＥＬの推進は、いじめ・不登校等の未然防止策としても有効と考える。

（注）ＳＥＬ（ソーシャル・エモーショナル・ラーニング）

社会情動的スキルを学ぶ教育プログラムの総称。対人関係や感情をコントロールするソー

シャルスキル、ありのままの自分を肯定する自己肯定感、困難な状況から回復する力である

レジリエンスなどの育成を目指す。

ＯＥＣＤは、社会情動的スキルが問題行動減少や幸福感情向上に繋がるとしている。

２ 静岡県版ＳＥＬの推進 ＊別紙参照

(1) 取組の視点

子どもの以下の３つのスキルを育むことを柱として、ＳＥＬを推進する。

●自己理解・他者理解 …… 自分や相手の気持ちを大切にできる

●ここちよい人間関係 …… 自分も相手もここちよい関係をつくることができる

●セルフマネジメント …… 自分の気持ちや行動をマネジメントできる

(2) 具体的な取組（案）

本県におけるＳＥＬを推進するため、以下の取組を実施する。

参考：総合教育会議における県教育委員等の意見

・大学の教職課程において、学生にＳＥＬを指導できないか。

・ＳＥＬについて、教職課程を有する大学と意見交換をしたい。

・ＳＥＬに関する現職教員の資質向上も重要。

教員養成へのＳＥＬ

導入に関する意見交換

県教員育成協議会養成部会において、「県内大学（小中
高特のいずれかの教員免許を取得可能な大学）との連携
による、学生がＳＥＬへの理解を深める機会の導入」に
ついて、意見交換を実施
〈導入例〉・必修科目の中で数コマ分取り上げる

・選択科目において体系的に取り上げる
・必修科目等において理論や必要性を紹介 等

教育政策課

県教委主催 教員研修

への導入

中堅教諭（小中高特）等を対象とした資質向上研修に
おいて、ＳＥＬへの理解を深める時間を設定
＊令和７年度の実施に向け調整中
＊令和６年度は希望研修として、「SELを生かした不登
校の未然防止」を実施

義務教育課

高校教育課

特別支援教育課

総合教育センター

教員が活用できる

教育プログラムの充実

児童生徒の指導において活用できる「静岡県版ＳＥＬ
プログラム（仮）」（旧「人間関係づくりプログラム」）に
ついて、より効果的な活動が行えるよう改訂（Ｒ８発出
予定）するとともに、活用を促進

義務教育課

高校教育課

特別支援教育課

関係課による周知

・県教員育成協議会において推進の方向性を確認
・校長会、高等学校長協会を通じた依頼

教育政策課

・管理職、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事、特別
支援教育担当、特別活動担当等を対象とした研修会、協
議会等で周知

義務教育課

高校教育課

特別支援教育課
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や
り

を
知

る

朝
の

会

（S
E

L
の

例
）目

標
を

実
現

す
る

手
立

て
を

考
え

る

部
活

動

教
員
の
資
質
能
力
の
育
成

■
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
（
全
校
種
）

■
希
望
研
修

（S
E

L
の

例
）
自

己
を

理
解

す
る

人
権

教
育

（S
E

L
の

例
）
障

害
の

種
類

と
相

互
支

援
を

学
ぶ

特
別

支
援

教
育

（S
E

L
の

例
）
自

己
の

強
み

を
明

ら
か

に
す

る

キ
ャ

リ
ア

教
育

＊
参

考
文

献
 「

ソ
ー

シ
ャ

ル
・エ

モ
ー

シ
ョ

ナ
ル

・
ラ

ー
ニ

ン
グ

（S
E

L
）
非

認
知

能
力

を
育

て
る

教
育

フ
レ

ー
ム

 ワ
ー

ク
」

（渡
辺

弥
生

・小
泉

令
三

　
編

著
・福

村
出

版
株

式
会

社
・2

0
2

2
）

（S
E

L
の

例
）
好

ま
し

い
人

間
関

係
を

構
築

す
る

特
別

活
動

小
学

校
・

中
学

校
・

高
等

学
校

・
特

別
支

援
学

校
（
政
令

市
を

除
く

）

静
岡
県
版
Ｓ
Ｅ
Ｌ
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
仮
称
）
の
実
践

子
ど
も
の

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ

教
員
養
成
段
階
に
お
け
る

理
解
の
促
進

■
県
内
大
学
と
の
連
携

……

……

 セ
ル

フ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
 

こ
こ

ち
よ

い
人

間
関

係

様
々
な
教
育
活
動
に
お
け
る
Ｓ
Ｅ
Ｌ
の
視
点

＊
い

じ
め

・不
登

校
等

の
未

然
防

止
に

も
つ

な
が

る

（
社
会
情
動
的
ス
キ
ル
）
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資料６

教職の魅力を感じる教育実習の実現に向けた取組（案）

１ 要旨

教育実習は、一定の実践的指導力を有する指導教員のもとで体験を積み、学校教育の実

際を体験的・総合的に理解するとともに、教育者としての愛情と使命感を深め、将来教員

になる上での基礎的な能力と態度を身に付ける貴重な機会である。

一方、一部の学校において、県や大学が期待する教育実習と実際との間に乖離があると

の意見がある。

［参考１］令和５年度静岡県教員育成協議会における意見

・教育実習における指導方法や指導内容は時代とともに変化しているが、この点につい

て大学と学校とで考え方に不一致がある。

・教育実習を受け入れる学校や指導教員を対象とした研修が必要

・教員志願者数の減少が課題となる中、「静岡県が目指す教育実習」の内容を、校長だけ

でなく教職員全員が理解することが重要

２ 対応（案）

(1) 「静岡県が目指す教育実習」（令和２年度作成）の改訂

＊改訂の内容は、大学を対象としたアンケートの結果を踏まえて検討する。

(2) 改訂版「静岡県が目指す教育実習」の周知及びその工夫

(3) 改訂版「静岡県が目指す教育実習」に基づく、指導教員を対象とした研修動画の作成

（令和７年度実施・オンデマンド配信型）

［参考２］「教職課程コアカリキュラム」（令和３年８月４日 教員養成部会決定）抜粋

教育実習

(1) 事前指導・事後指導に関する事項（一般目標）

事前指導では教育実習生として学校の教育活動に参画する意識を高め、事後指導で

は教育実習を経て得られた成果と課題等を省察するとともに、教員免許取得までに習

得すべき知識や技能等について理解する。これらを通して教育実習の意義を理解する。

(2） 観察及び参加並びに教育実習校の理解に関する事項（一般目標）

幼児、児童および生徒や学習環境等に対して適切な観察を行うとともに、学校実務

に対する補助的な役割を担うことを通して、教育実習校（園）の幼児、児童又は生徒

の実態と、これを踏まえた学校経営及び教育活動の特色を理解する。

（3-1） 学習指導及び学級経営に関する事項（一般目標） ※小学校教諭・中学校教諭・高等学校教諭

大学で学んだ教科や教職に関する専門的な知識・理論・技術等を、各教科や教

科外活動の指導場面で実践するための基礎を修得する。
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【令和２年度策定】

静岡県が目指す教育実習

１ 静岡県が目指す教育実習

(1) 採用時の教員に必要な資質能力の向上を図る教育実習

(2) 子どもとともに学び、子どもと触れ合うことで教員の魅力を感じ、学生の教職への思い

を確かなものとする教育実習

(3) ロールモデル（先輩教員）に接することで、実習生が職業としての教員の魅力に気付く

教育実習

２ 静岡県の目指す教育実習を実現するための方針

(1) 静岡県教員育成指標の採用時の姿を参照し、実習計画を作成する。

(2) 子どもと触れ合う時間を十分に確保する。

(3) 教員の魅力を実習生に伝える時間を確保するとともに、生き生きと働くことで実習生

に教員の魅力を伝える。

３ 留意点

(1) 実習後に大学で教職課程の総仕上げとなるカリキュラムが用意されているため、実習

ではその時点における課題の明確化を目的とする。

(2) 書類作成を簡略化し、子どもと触れ合う時間を確保する。

（例：指導案（略案）や板書計画の活用、箇条書きによる実習記録の作成など）

(3) 指導教員が 1人で抱え込まず、チームで指導する。また、実習生に適切な指導を行うた

め、指導教員１人が担当する学生数は最大３人までを目安とする。

(4) 実習生が相談しやすい雰囲気・環境を作る。

(5) 実習生とは担当する単元、教材等について事前に打合せを行い、実習の準備ができるよ

うにする。

(6) 教育実習は、実習生に対する指導も含めて、原則として勤務時間内に行う。

４ その他

(1) 教育実習以外にも学校体験活動に参加する学生を積極的に受け入れ、子どもと触れ合

う機会を確保する。

(2) 大学と協働し、初めて実習生の指導教員になる若手教員用に教育実習の留意事項をま

とめたｅラーニングコンテンツを静岡県教育委員会が作成し、支援する。
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資料７

静岡県校長育成指標及び静岡県教員育成指標の改訂について

１ 趣旨

令和４年８月の「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の

策定に関する指針」（以下、「指針」とする。）の改正に伴い、本県においても対応が求め

られている。指針を参酌しつつ、令和８年に策定が見込まれる新しい静岡県教育振興基

本計画の内容と整合性を図りながら、静岡県校長育成指標（以下、「校長の指標」とする。）

及び静岡県教員育成指標（以下、「教員の指標」とする。）の改訂作業を進めていく。

２ 現状と課題

本県の校長の指標は、キャリアステージを設定せず、「学校経営のビジョンを実現する

力」「管理運営力」「人材育成力」の３つの資質能力で示している。

一方、教員の指標は「採用時」「基礎・向上期」「充実・発展期」「深化・熟練期」の４

つのキャリアステージを設定し、それぞれ「教育的素養・総合的人間力」「授業力」「生徒

指導力」「教育業務遂行力」「組織運営力」の５つの資質能力で示している。

指針が示す資質能力はおおむね網羅しているものの、整理の仕方には差があるため、

現状を維持するか、改訂を期に改めるか検討が必要である。

そのほか、本県の養護教諭と栄養教諭の指標は、児童生徒を指導するために必要な資

質能力は、他の教諭等と変わらないことから、教諭等と同一の指標を用いており、固有の

資質能力については、「静岡県教員等育成指標活用のための補助資料」の中で示している。

しかし、補助資料で示すだけでは、その高度な専門性に対応するためには不十分である

との指摘がある。

３ 意見交換の論点

(1) 資質能力の整理の仕方について

ア 本県の校長の指標は「学校経営のビジョンを実現する力」「管理運営力」「人材育

成力」で整理しているが、指針は校長に求められる基本的な役割として「学校経営

方針の提示」「組織づくり」「学校外とのコミュニケーション」の３つで整理してい

る。指針に合わせて整理する必要はあるか。

イ 本県の教員の指標では、「特別な配慮や支援を必要とする子供への対応」及び「ICT

や情報・教育データの利活用」を独立した資質能力として示していない。独立して

示す必要はあるか。

(2) 養護教諭、栄養教諭に固有の資質能力の示し方について

他の教諭等と同一の指標を用いることは、本県の指標の独自性として評価できるた

め、他の職種との共通性を担保しつつ、養護教諭や栄養教諭としての専門性を確保す

るような示し方はできないか。
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【参考１】「静岡県教員育成指標」「静岡県校長育成指標」の改訂スケジュール

令和６年７月 第１回教員育成協議会においてスケジュールの報告

令和７年１月 第２回教員育成協議会において進捗状況の報告、意見交換

令和７年６月 第１回教員育成協議会において案を提示し、検討

令和８年１月 第２回教員育成協議会において最終案を提示し、最終確認

２月 教育委員会定例会において承認

市町教育委員会、県立学校長、関係する各所属長に発出

令和８年４月 運用開始

【参考２】

教員の指標と指針における資質能力の対照表

【参考３】指針に基づく教師に共通的に求められる資質の具体的内容

本県の教員の指標 文部科学省が示した指針

教育的素養・総合的人間力 ①教職に必要な素養

授業力 ②学習指導

生徒指導力 ③生徒指導

教育業務遂行力 ④特別な配慮や支援を必要とする子供への対応

組織運営力 ⑤ＩＣＴや情報・教育データの利活用

「職責、経験及び適性に応じた成長段階の設定」に関する意見交換

「校長の指標」「教員の指標」に関する意見交換

養護教諭・栄養教諭の教員育成指標の在り方に関する意見交換

協議会での意見交換を踏まえて案を作成

協議会での検討を踏まえて養成部会・研修部会にて検討を行い、案を修正
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【参考４】文部科学省「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標

の策定に関する指針（令和４年８月改正）」抜粋

【職責、経験及び適性に応じた成長段階の設定】（キャリアステージ）

指標においては、教員等の成長段階に応じた資質の向上の目安とするため、学校種や職の指標

ごとに複数の成長に関する段階を設けることとする。その際、必ず、新規に採用する教員に対し

て任命権者が求める資質を第一の段階として設けることとする。その他の段階は、各地域におけ

る教員等の年齢構成や経験年数の状況等といった地域の実情に応じ、例えば、経験年数が１年か

ら５年まで、６年から 10 年までといったように経験年数に着目した設定のほか、「向上・発展

期、充実・円熟期」、「第１ステージ（第１期）、第２ステージ（第２期）」、「初任、中堅、ベテラ

ン」等、必ずしも経験年数のみに着目しない設定が考えられる。

なお、校長については、必ずしも複数の成長段階を設定せずに、共通の指標を設定した上で、

そのうち特定の資質に関し必要な事項について留意事項を付すこと等が可能である。

【校長の指標】

校長に求められる基本的な役割は、大別して、学校経営方針の提示、組織づくり及び学校外と

のコミュニケーションの３つに整理される。これらの基本的な役割を果たす上で、従前より求め

られている教育者としての資質や的確な判断力、決断力、交渉力、危機管理等のマネジメント能

力に加え、これからの時代においては、特に、様々なデータや学校が置かれた内外環境に関する

情報について収集・整理・分析し共有すること（アセスメント）や、学校内外の関係者の相互作

用により学校の教育力を最大化していくこと（ファシリテーション）が求められる。

【教員の指標】

次に掲げる事項に係る資質について、２の成長段階ごとに更に向上させる観点を持ちつつ、指

標の内容を定めることとする。教員に共通的に求められる各事項に係る資質の具体的内容は、文

部科学大臣が別に定める。

①教職に必要な素養

②学習指導

③生徒指導

④特別な配慮や支援を必要とする子供への対応

⑤ICT や情報・教育データの利活用

・必ずしも全ての職ごとに個別の指標を策定することを要するものではなく、それぞれの職の特性

を踏まえつつ、複数の職について共通の指標を策定することが可能である。例えば、複数の職に

共通の指標として策定し、そのうちの特定の職に必要な事項について留意事項を付すこと等が可

能である。

・養護教諭にあっては保健管理、健康相談や保健室経営に関する事項等、栄養教諭にあっては食に

関する指導と学校給食の管理に関する事項等を適宜加えるなど、上記に掲げる事項を中心としつ

つも、各職の特性を踏まえ、必要な事項を加えたり、不必要な事項を除いたりすることが可能で

ある。
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静岡県校長育成指標～校長に求められる資質能力～

「有徳の人」を育み、誰一人取り残さない教育を実現するため、

学校の最高責任者として変化を恐れない積極性とリーダーシップを発揮し、

魅力ある学校づくりを推進する校長の育成を目指す

資質

能力
項目 具体的行動例

（
分
析
・
企
画
・
検
証
・
改
善
）

学
校
経
営
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
実
現
す
る
力

教職員、児童生徒、保護者、地域等に共有される学校経営のビジョンを示
し、その実現のために、社会に開かれた教育課程を編成し、魅力ある学校づく
りにリーダーシップを発揮し取り組んでいる。
情報の収集と課題等の
把握 (アセスメント能
力）

○学校の実態（児童生徒の学習・生活、保護者・地域からの
期待、地域社会の環境等）に関する情報を広く収集し、学
校経営に関する課題等を的確かつ継続的に把握している。

ビジョンの構築と共有 ○社会の動向や国、県、市町の教育施策及び地域の期待や学
校の実態を踏まえ、学校経営のビジョン（例：スクール・
ポリシー、グランドデザイン等）を構築し、カリキュラ
ム・マネジメントに反映させ、校内外（全ての教職員、児
童生徒、保護者及び地域等）と共有している。

必要な諸資源の把握と
その活用(ファシリテー
ション能力）

○教育内容や時間を適切に配分し、地域の教育力をカリキュ
ラムに取り入れた魅力ある教育活動を計画的に推進してい
る。
○コミュニティ・スクール等を通して、地域、他機関や家庭
と渉外・調整を行い、必要な人的・物的な資源を活用し、
協働体制を構築している。

ビジョンの実現に向け
た評価・点検及び改善

○ビジョンを明確に示し、実現に向かって、目標を具現化
し、共有を図っている。学校全体でＰＤＣＡサイクルを確
立し、教育効果を高めようと努めている。

管
理
運
営
力

児童生徒の実態や個々の教職員の状況を把握しながら、校務分掌等の組織を
チームとして編成し、教育活動が計画的・効果的に行われるようにしている。
学校運営体制の確立 ○チーム学校としての考え方を踏まえ、リーダーとして学校

業務の改革・改善、外部機関との連携・外部人材の活用を
図る等、教育活動が計画的・効果的に行われる体制を構築
している。

危機管理体制の確立 ○幅広い危機管理の認識の下、リスクマネジメントの徹底に
努めている。

○児童生徒と教職員が、安全・安心な環境の中で教育活動に
取り組めるように、情報収集力を高め、現状を分析し、そ
の後の予測を立てた上で、関係機関と連携し、適切に判断
している。

○「命を守る教育」や危機管理を意識した組織的な活動を推
進できるような体制を構築している。

施設管理・事務管理 ○施設・設備の管理、会計処理、事務手続き等、学校事務に
関して的確に把握するとともに適切に指導をしている。

教職員の勤務・服務の
管理・監督

○教職員の勤務状況及び心身の健康状態等を的確に把握し、
適切な服務監督と人事管理に努めている。

人
材
育
成
力

教職員としての資質向上を支援するための体制づくり、環境づくり、人づく
りを教職員の互いの協力を促しながら行っている。

教育活動活性化への体
制づくり

○より質の高い教育活動を実現するために、教職員が意欲的
に新たな指導方法等を学び続けることができる体制を構築
している。

働きやすい職場環境づ
くり

○教職員の間に、心理的安全性の高い、公正・公平の姿勢・
態度、信頼・協働の関係が定着するような環境をつくって
いる。

各教職員に対する理
解・支援・育成

○教職員一人一人の資質能力やキャリア形成等を的確に把握
するとともに、それぞれの背景・個性・考え方を理解した
上で、指導・助言をしている。

○教職員のキャリアステージを考慮し、校内での適材適所の
人材配置をしている。
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静岡県教員育成指標（副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭等）
「有徳の人」を育み、誰一人取り残さない教育を実現するため、

生涯を通じて学び続け、子供たちの伴走者として夢の実現へと導く教員の育成を目指す

キャリア

ステージ

資質

能力

採用時 基礎・向上期 充実・発展期 深化・熟練期
○教育に対する真
摯な姿勢を持つ
とともに、求めら
れる資質能力の
基盤を形成しよ
うと努める。

○他者との関わりや仕事上の
経験を経て、教員としての
資質能力の向上を目指す。
○様々な学校の異動を経験す
る中で、視野を広げる。

基礎・向上期に身に付けた力に
加え、
○自らの立場や役割を自覚して
学校運営に参画し、ミドルリ
ーダーとしての資質能力の向
上を目指す。
○教員としての幅をさらに広げ、
自己の強みを確かなものにす
る。

充実・発展期に身に付けた力に
加え、
○指導的な立場として、学校運
営のサポート役や校内の人
材育成の推進役を務めると
ともに、専門性をより深め、
自らの描いた理想とする教
員像の実現を目指す。
○学校運営をリードする立場と
して、組織的に教育活動を推
進する体制を構築する。

教育的素養・
総合的人間力

〇教職人生を通して、教育者としての使命感、倫理観・人権意識、社会性、教育に対する誇りを持ち、新しい知識・技

能を学び続け、子供への共感・理解や教育的愛情の涵養、信頼関係の構築を図っている。

〇教職人生を通して、真摯に学び続ける姿勢と自律心、変化を恐れない積極性とリーダーシップを持ち、広い視野と社会環境への

理解を基に地域社会と関わり、豊かな人間性の向上を図っている。

〇「才徳兼備」の人づくりを担う一人として、常に児童生徒の模範となるよう行動している。

授業力
授業づくりに関わる力

▪教科領域専門性

▪児童生徒の実態把握

▪授業構想・授業展開

▪個に応じた指導

▪ICT・教育データを活用した

指導

▪評価・改善 など

〇学習指導要領の趣

旨を踏まえ、指導内

容や指導方法（ＩＣ

Ｔを活用した指導

方法含む）について

理解し、実践しよう

としている。

〇児童生徒の実態把握を的確

に行い、主体的・対話的で

深い学びを実現するため、

個別最適な学びや協働的な

学びのある授業を実践して

いる。

〇幼小中高の学びの継続性及

び教科等横断的な視点を持

った授業を実践している。

〇各教科等と地域の人的・物

的資源をつなげ、学習成果

を高める授業を構想し、Ｉ

ＣＴを効果的に活用し展開

している。

〇児童生徒個々の特性に合わせ、

主体的・対話的で深い学びを

実現するため、個別最適な学

びや協働的な学びのある授業、

幼小中高の学びの継続性と教

科等横断的な視点を持った授

業の実践を深めている。

〇専門性を高めるために得意分

野の伸長を図り、同僚に対す

る指導・助言を行っている。

〇地域の人的・物的資源を有効

活用し、高い学習効果を上げ

る授業を構想し、ＩＣＴを効

果的に活用し展開している。

〇変化を恐れない積極性とリーダー

シップを持ち、授業力向上のた

めの体制づくりに参画してい

る。

〇自己の確かな実践に基づき、

学校・家庭・地域の実態や特

性等を踏まえ、児童生徒の資

質能力を伸ばすためにＩＣＴ

の効果的な活用等、必要な指

導計画の策定とその実践をリ

ードしている。

〇同僚に的確な指導・助言を行

い、効果を上げている。

生徒指導力
児童生徒理解を深め、健

やかな成長を支援する力

▪児童生徒理解 ▪学級経営

▪生徒指導（ICT・教育データ

の活用）

▪特別支援教育

▪ユニバーサルデザインの

視点の共有 ▪人権教育

▪キャリア教育 ▪ＳＤＧｓ

▪保護者・地域・外部と連携し

た指導

▪グローバル人材の育成など

〇児童生徒の発達等に

関する知識を得るこ

とや、多様な児童生

徒と接する経験を持

つことなどを通し

て、児童生徒理解に

努めるとともに、人

権尊重の意識を深

めている。

〇児童生徒一人一人に寄り添

い、個々の特性に応じた発

達を促すとともに、発達段

階に即して好ましい人間関

係をつくれるよう、地域や

外部関係者と連携して支援

している。

〇児童生徒一人一人を取り巻く

環境を的確に捉え、理解を深

めるとともに、よりよい集団

づくりを促進し、個々の資質

能力を最大限発揮させるため

の環境づくりに努めている。

〇児童生徒一人一人について、

教職員相互の理解・支援を促

進するために組織や地域・外

部関係者に働き掛け、学年・

学校全体として生徒を支援す

る機能の充実を図っている。

〇保護者等との信頼関係を基

盤とした個に応じた指導・

支援に取り組んでいる。

〇外部機関と連携し、主体的・

組織的に生徒指導に取り組ん

でいる。

〇外部機関と連携して組織的な

生徒指導を推進し、指導・助

言を行っている。

〇特別支援教育の対象となる

児童生徒一人一人に応じた

指導計画を作成するととも

に、合理的配慮を踏まえた

的確な指導を行っている。

〇特別支援教育に関わる専門性

を高めるとともに、自らの実

践を通して、同僚への指導・

助言を行っている。

〇児童生徒の社会的自立を目指

す特別支援教育について、組

織的に教育活動の改善を図っ

ている。

教育業務遂行力
授業力、生徒指導力以

外の専門的な力

▪様々な教育課題（社会の

変化、継続的な業務改善、

校務におけるICT・教育デー

タ活用等）への対応

▪管理（安全対策、保健管

理栄養・衛生管理） など

〇教員の仕事の全体

像を認識し、教育に

携わる者として、社

会の変化や様々な

教育課題等につい

て関心と知識を持

っている。

〇様々 な教育課題に対応する

ため必要な知識・技能を習

得し、実践するとともに、

常に改善意識を持って取り

組んでいる。

〇様々 な教育課題を速やかに把

握し、率先・協働して改善・

解決するとともに、同僚への

指導・助言を行っている。

〇様々 な教育課題に対して模範

となる実践を行うとともに、

学校全体を見据えて、魅力あ

る学校づくりを推進している。

〇常に安全確保に取り組み、

危険を察知した際の報告・

連絡・相談、事故等への対

応、再発防止の実施が迅速

にできている。

〇危険を予測した未然防止の取

組、事故等への適切な対応、

事後の検証と再発防止が、

同僚と協働して組織的にで

きている。

〇危険の未然防止や事故等の再

発防止のための体制整備を組

織的に推進するとともに、適

切な指導・助言を行っている。

組織運営力
組織目標を達成するため
に必要な力
▪対話・協働・信頼

▪コミュニケーション・ファ

シリテーション

▪課題解決、危機管理

▪コミュニティ・スクール活用

▪ICT・教育データ活用

▪人材育成 など

〇組織の一員として

の自覚と責任、自ら

進んで課題を発見

し解決しようとす

る姿勢、聴く力や読

み解く力などコミ

ュニケーション力

を身に付けている。

〇組織の一員として、学校経営

計画の実現に向け、他の教

職員と協働して自らの役割

に課せられた責任を果たし

ている。

〇組織運営について先輩教職

員から学ぶとともに、後輩

のよき相談役となっている。

〇学校経営計画の実現のための

取組を、ミドルリーダーとし

て同僚に働き掛けて協働的に

進めている。

〇教職員間の信頼に基づき、多

様な意見を尊重して、リスク

回避に努め、組織的な学校改

善を推進している。

〇学校運営上の課題を適時・的
確に分析し、その解決のため
に指導的な立場で参画してい
る。
〇チームとしての学校として協
働的な組織体制・信頼体制の
構築を主導的に推進している。
危機管理を徹底させている。
〇人材育成の重要性を踏まえ自
らの経験・スキルを率先し
て後進に伝えている。

キャリアステージに応じて、実践・省察・改善を繰り返しながら、必要な資質能力を身に付ける
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『静岡県教員等育成指標活用のための補助資料』一部抜粋

(2) 栄養教諭・学校栄養職員に固有の資質能力

資質能力 身につけるべき内容

授
業
力

食に関する指導力 ○教育に関する資質と栄養に関する専門性を生かし、教職員や家
庭・地域との連携を図りながら、食に関する指導の全体計画指導計
画に基づいて給食の時間や教科等における食に関する指導を行っ
ている。
学校栄養職員は、栄養教諭への移行が想定される職員であり、
食に関する指導の専門性の向上を図り、学校の求めに応じて、食
に関する指導を行う。

生
徒
指
導
力

食に関する個別的な
相談指導力

食に関する健康課題を有する児童生徒に対し、栄養学等の専門知
識に基づいた個別的な相談指導を行っている。

教
育
業
務
遂
行
力

・学校給食管理力

・学校給食における
危機管理・対応力

「学校給食実施基準（学校給食法第８条）」に基づく適切な栄養
管理、及び「学校給食衛生管理基準（学校給食法第９条）」に基
づく衛生管理を行っている。
学校給食における食中毒や異物混入、食物アレルギー、窒息等の事
故の未然防止や適切で迅速な対応を行っている。
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(3) 養護教諭に固有の資質能力
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【教諭等】教員育成指標 R5/3/20修正版

□

□ 教育を取り巻く課題を前向きに受け止め、自律的・継続的に学び続けようとする。
□ 学習指導要領を理解し、基礎
的な指導法を身に付け、指導
計画に従い実践しようとして
いる。

□ 学習指導要領に沿って育成を
目指す資質・能力を明確に
し、単元や題材などの内容や
時間のまとまりの中で資質・
能力を育成する授業を行って
いる。

□ 深い教材研究に基づく専門性
の高い授業を行っている。

□ 専門性を更に高め、学習指導
における強みを生かしてい
る。

□ 子ども理解を生かし、他の教
員と協働しながら、主体的・
対話的で深い学びの実現に向
け、学習者中心の授業（個別
最適な学び、協働的な学びの
一体的な充実）を行ってい
る。

□ 他の教員と協働した授業研究
を行ったり、若手教員に授業
改善の助言や模範授業を行っ
たりしている。

□ 高い専門性を生かして、他の
教員と協働した授業研究を
行ったり、若手や中堅教員に
授業改善の助言・指導や模範
授業を行ったりしている。

□ カリキュラム･マネジメントの
視点に立ち、教科等横断的に
授業を組み立て、学校の実態
に応じて改善しようとしてい
る。

□ 学校全体の教育活動を俯瞰
し、学校の教育活動全般に対
して必要な助言を行ってい
る。

□ 子どもの多様性を理解し、一
人一人とつながりをつくろう
としている。

□ 子どもの実態と背景の把握を
もとに、個に応じた指導を行
い、子どもとの信頼関係を築
いている。

□ 学年や学級の活動を通して、
子どもが生き方についての考
え方を深めていくことができ
るように、計画的･継続的な指
導を行っている。

□ 経験から醸し出される言葉が
けや相談、見届け指導を行
い、子どもの自己実現を全面
的に後押ししている。

□ 子ども一人一人の可能性や活
躍の場を引き出す集団づくり
（学級経営）を行っている。

□ 子ども理解や集団づくり（学
級経営）に関して、若手や中
堅教員に専門性の高い助言を
行っている。

〇特性の理解
〇支援の工夫

□ インクルーシブ教育の理念を
踏まえ、特別な支援を要する
子どもの対応に関する基本的
な知識を身に付けている。

□ 障害の特性を理解し、教室環
境や授業形態を工夫するな
ど、一人一人の教育的ニーズ
に応じたきめ細かな指導を
行っている。

□ 特別な配慮や支援を要する子
どもへの合理的配慮及びその
基礎となる環境整備につい
て、計画的・組織的に対応し
ている。

□ 必要な配慮や支援の種類に応
じて自ら模範となって対応
し、個別の教育支援計画及び
個別の指導計画等の作成と実
行をリードしている。

□ 学校におけるＩＣＴ活用の意
義を理解している。

□
□

□

□

□ 教職員、家庭、地域との連
携・協働の意義を理解してい
る。

□ 保護者や地域への発信、協働
を通して信頼関係を築いてい
る。

□ 学年行事・学校行事等で、教
職員や保護者、地域と連携・
協働した企画を推進してい
る。

□ 地域や他校・他機関と協働し
た企画を広い視野で推進して
いる。

□ 教職員や保護者と協力しなが
ら組織的・継続的に教育活動
を行っている。

□ 地域・保護者の思いを受け止
めながら、関係機関と連携
し、学校体制で計画的に教育
活動を行っている。

□ 関係機関と連携を深め、保護
者・地域を巻き込み、学校体
制で、計画的・組織的に教育
活動を行っている。

 組織マネジメント

□ 教育公務員としての自覚を持
ち、組織の一員として自らの
役割を果たそうとしている。

□ 担当学年・学級や分掌の業務
についてＰＤＣＡサイクルに
基づいて実践し、組織の中で
の自分の役割を果たしてい
る。

□ 担当学年や分掌の主任等とし
ての業務について、同僚との
合意形成を図り、計画的･組織
的に職務を推進している。

□ 現状と教育資源の分析をもと
に、校内外人材の適材適所で
の活用や地域との協働により
効果を上げている。

 危機管理

□ 教室内外の安全管理について
理解し、適切に対応しようと
している。

□ 教室内外の安全管理を適切に
行っている。

□ 学校全体のリスクマネジメン
ト（危機回避）とクライシス
マネジメント（危機対応）を
意識して取り組んでいる。

□ リスクマネジメントとクライ
シスマネジメントに関する実
施体制の主管と指導を行って
いる。

静岡市が目指す
教師の姿

教育にひたむきな教師
・教育への熱意、使命感をもち、生涯を通じて学び続ける教師
・子ども一人一人の学びを最大限引き出し、子どもの主体的な学びを支援する教師
・人とつながる人間関係調整力をもった教師

着任時（採用前） 基礎期（初任～中堅研） 充実期 深化期

教員としての歩みを
始める時期

教員としての
基礎を確立する時期

中堅教員として、
学校運営の中核を担う時期

自己の専門性（管理者としての専
門性を含む）の更なる向上と若
手・中堅教員への指導の時期

「たくましく しなやかな子どもたち」を育成するために、教育的愛情、人権意識、倫理観と責任感をもち、コミュニケーション力、
想像力を働かせて人間性を磨いている。

授業においてＩＣＴ機器を効果的に活用している。
校務においてＩＣＴ機器を効果的に活用している。

子どもの情報活用能力（情報モラルを含む）を育成する指導を行っている。

様々な教育データを蓄積・分析・利活用し、子ども一人一人に応じたきめ細かい指導・支援に生かし
ている。
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